
長野市老人憩の家（石川・大豆島・茂管・新橋・東長野） 

管理運営業務 仕様書 

 

長野市老人憩の家（以下「老人憩の家」という。）の指定管理者が行う業務の内容、そ

の範囲及び履行方法については、募集要項､関係法令等によるほか、この仕様書による。 

 

１ 募集の概要 

 (1) 施設の概要 

   別表１のとおり 

 (2) 開館時間等（令和７年度） 

区分 現行 条例 

開館時間 午前９時～午後４時 午前９時～午後４時 

入浴時間 午前10時～午後３時30分  

休館日 (ア)・石川老人憩の家  火曜日 

・大豆島老人憩の家 木曜日 

・茂菅老人憩の家  水曜日 

・新橋老人憩の家  木曜日 

・東長野老人憩の家 日曜日 

(イ) 国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第 178号）に

規定する休日 

(ウ) 12月29日から翌年の１月３

日までの日（祝日を除く。） 

※東長野老人憩の家の入浴日

は月曜・木曜日とします。 

(ア)・石川老人憩の家  火曜日 

・大豆島老人憩の家 木曜日 

・茂菅老人憩の家  水曜日 

・新橋老人憩の家  木曜日 

・東長野老人憩の家 日曜日 

(イ) 国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第 178号）に

規定する休日 

(ウ) 12月29日から翌年の１月３

日までの日（祝日を除く。） 

 

２ 施設の設置目的及び管理運営方針 

 (1) 施設の設置目的 

  募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (1) 施設の設置目的 のとおり 

 (2) 基本方針・目標 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (2) 基本方針・目標 のとおり 

 (3) 維持管理方針 

① 基本方針 

  ・予防保全を基本とすること。 

  ・施設が有する機能及び性能等を保つこと。 

  ・創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 

  ・施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止するこ 

と。 

別 添 



 ・物理的劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。 

  ・環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めるとともに、省資源、省エネルギ 

ーに努めること。 

  ・ライフサイクルコストの削減に努めること。  

② 業務体制 

  ・指定管理者は、維持管理業務全体の責任者を定め、業務の開始前に市に届け出るこ 

ととする。また責任者を変更した場合も同様とする。 

  ・業務を行う者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とし、また法令に 

より業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行

う。 

  ・指定管理者は、業務の一部をあらかじめ市の承認を得て、第三者に委託することがで

きる。 

③ 業務計画書 

    指定管理者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、各業務区分ごとに実施体制、

実施内容、実施スケジュール等の必要な事項を記載した「維持管理業務計画書」を当

該事業年度が開始する 30日前までに市に提出し、市に承諾を受けること。 

④ 業務報告書 

    指定管理者は、維持管理業務に関して日報、月報及び業務完了報告書を作成し、月

報については業務を行った月の翌月の 10 日までに、業務完了報告書については当該

事業年度終了後 30日までに、提出すること。日報については、指定管理者が保管し

市の要請に応じて提出すること。 

    なお、本仕様書に記載のない事項については、「建築保全業務共通仕様書（国土交

通省大臣官房官庁営繕部監修）」を参考とし、業務を履行すること。 

⑤ 用語 

    施設の維持管理に係る要求水準において使用する用語の定義は、次のとおりとす

る。 

用語 定    義 

機能 目的又は要求に応じてものが発揮する役割 

性能 目的又は要求に応じてものが発揮する能力 

劣化 物理的、科学的及び生物的要因により、ものの性能が低下すること。

ただし、地震や火災等の災害によるものを除く。 

保全 建築物（設備を含む）及び外部施設等の対象物の全体又は部分の機能

及び性能を使用目的に適合するようにすること。 

点検 建築物等の機能状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調

べること。 

 
 



用語 定    義 

保守 建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的

に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業。 

補修 部分的に劣化した部位・部材等の性能、機能を実用上支障のない状態

まで回復させること。 

更新 劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えること。 

修繕 劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を修理又は更新することに

より現状（初期の水準）又は実用上支障のない状態まで回復させるこ

と。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等を除く。 

事後修繕 破損、故障等により部位・部材又は機器の性能・機能において実用上

支障が発生した後に行う修繕。 

計画的修

繕 

部位・部材又は機器の耐用年数を考慮し、事前に作成した長期修繕計

画に基づき実施される修繕。 

  (4) 開館期間中の運営方針 

・利用者の安全対策を第一に運営すること。 

・市民の平等、公平な利用を確保すること。 

・利用者に対応する時は、明るい笑顔で挨拶し、親切・丁寧を心がけるように努めるこ

と。 

・利用者のニーズを常に把握し、管理運営に反映するように努めること。 

・施設内を清潔に保つとともに、光熱水費の削減に努めること。 

・公の施設であることを念頭において、管理意識を持って公平な運営を行うこと。 

・高齢者の心身状態を理解し管理運営に当たって十分な配慮を行うとともに、利用者 

の意見を管理運営に反映させること。 

・利用者からの苦情を解決する体制をとり、サービス向上に努めること。 

・効率的な運営を行うこと。 

・管理運営費の削減に努めること。 

・個人情報の保護を徹底すること。 

 ・ごみの減量、省エネルギー、CO2 削減等、環境に配慮した運営を行うこと。 

(5) 法令等の遵守 

  募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (5) 法令等の遵守 のとおり 

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進 

① 対応要領に沿った対応 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (6) 障害を理由とする差別の

解消の推進 ① 対応要領に沿った対応 のとおり 

② 職員研修及び連絡体制 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (6) 障害を理由とする差別の

解消の推進 ② 職員研修及び連絡体制 のとおり 



③ 対応指針に沿った対応 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (6) 障害を理由とする差別の

解消の推進 ③ 対応指針に沿った対応 のとおり 

(7) 業務委託 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (7) 業務委託 のとおり 

(8) その他業務 

募集要項 ２ 施設の設置目的及び管理運営方針 (8) その他業務 のとおり 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 施設及び設備、備品等の維持管理・安全管理に関すること 

① 保守管理業務 

ア 建築物保守管理業務 

(ｱ) 業務内容 

「施設安全点検マニュアル」を作成し、建築物各部位の点検、保守等を実施する。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

建築物保守管理業務の対象範囲は、本施設の建築物の屋根、外壁、建具（内部・ 

外部）、天井、内壁、床、階段、付属物等各部位とする。 

※建具は定期的な点検が必要です。特に可動部や防災用建具については、少なくと

も１年に 1回は定期点検をする。 

(ｳ) 要求水準 

・部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修

繕等を行い、適正な性能及び機能が発揮できる状態に保つこと。 

・結露やカビの発生を防止すること。 

・開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。 

・建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障を来たさないこと。 

・建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生

じた場合の被害拡大防止に備えること。 

イ 建築設備・入浴設備保守管理業務 

(ｱ) 業務の内容 

       本施設に設置される電気設備、機械設備、空気調和設備、給排水衛生設備、浄

化槽設備、監視制御設備、入浴設備、防災設備及び温泉供給施設等について、適

切な設備維持管理計画のもとに運転・監視・点検・保守等を実施する。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

建築設備及び入浴設備保守管理業務の対象範囲は、本施設の建築物の各種設

備とする。 

(ｳ) 要求水準 

・各施設・部屋の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備



を適正な操作によって効率よく運転・監視すること。 

・運転時期の調整が必要な設備に関しては、市と協議して運転期間・時間等を決

定すること。 

・各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発

見した場合は除去若しくは適切な対応をとること。 

・各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 

・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法

（保守、補修、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

・各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に

点検・対応を行うこと。 

・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は何らかの

悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法（保守、補修、交換、分解

整備、調整等）により対応すること。 

・劣化等について調査・診断・判定を行い適切な方法（保守、補修、交換、分解

整備、調整等）により迅速に対応すること。 

・保守管理業務に必要な業者の一覧表を作成し、すぐに連絡ができる体制をとる

こと。 

・照明設備…耐用年数（一般的に 10 年、ＬＥＤは 15 年）を超えた照明器具安定

器を使用するとランプの不点灯等の現象が起こるため交換をすること。 

・機械設備…水質の管理（受水槽、高架水槽のある建物では年１回以上清掃と水

質検査を実施すること。） 

※長野市では、公共建築物保全マニュアルを作成していますので、日常点検等

の参考としてください。（市ホームページ ：ホーム>市政情報>施策・計画

>公共施設マネジメント>長野市公共建築物保全マニュアルについて） 

ウ 植栽等維持管理業務 

(ｱ) 業務内容 

       敷地内の植栽を適切に保護・育成・処理することにより、豊かで美しい施設内

の自然環境を維持する。なお、石川老人憩の家については旧ゲートボール場内の

環境整備も行う。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

       植栽維持管理業務の対象範囲は、敷地内における植栽及び緑化施設等とする。 

(ｳ) 要求水準 

・植栽の維持管理に当たっては、利用者及び通行者の安全に配慮すること。 

・植栽の種類、形状、生育状況等に応じて、適切な方法による維持管理を行うこ

と。 

・使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。 

・施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植栽を常に良好な状態に保つこと。  



・美観を保ち、利用者及び通行者等の安全を確保するための剪定、刈り込み及び

除草等を行うこと。 

・強風で折れないよう補強や、冬の寒さからの保護のための養成を行うこと。  

エ 環境衛生管理業務 

     「公衆浴場法」、「長野市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等の措置の基準に関

する条例」、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛

生等管理要」（厚生労働省）、「長野市老人憩の家衛生等自主管理マニュアル」に基

づいて、常に利用者が安全かつ衛生的に利用できるよう管理すること。また入浴

施設の環境衛生管理及び測定業務を行うこと。 

(ｱ) 管理責任者、衛生管理者の配置 

安全で衛生的な管理を確保するために、入浴施設の管理責任者又は衛生管理

者が環境衛生管理を行うこと。また、管理責任者は、開館時間中、定期的に巡回

し、備品類の整理整頓、毛髪や水滴等の除去、消耗品類の補充等を行い常に利用

者が衛生的かつ快適に利用できる状況を維持すること。 

(ｲ) 浴槽水等の水質管理業務 

       指定管理者は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場にお

ける衛生等管理要領」に則り、浴槽水等の水質管理・検査を実施すること。 

(ｳ) 原水、原湯、上り用湯及び上り用水の水質管理業務 

       指定管理者は、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場にお

ける衛生等管理要領」に則り、原水、原湯、上り用湯及び上り用水の水質管理・

検査を実施すること。 

(ｴ) その他 

レジオネラ症に対しては、発生を未然に防止するために、関連法規による基準

等を遵守した上で、より積極的な衛生管理に努力すること。 

オ 修繕業務 

(ｱ) 業務内容 

・指定管理者は、本施設における公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者

が安全かつ快適に利用できるよう、施設全体の修繕業務を実施すること。 

・指定管理者は、運営開始後、不可抗力により必要となった修繕で、１件 30 万

円未満の規模のものについては原則行うこととし、１件 30 万円を超える規模

の修繕については市と指定管理者が協議して決定する。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

       修繕業務の対象範囲は、建築物、建築設備、備品等及び屋外施設とし、他の維

持管理業務と一体的に実施するものとする。 

(ｳ) 要求水準 

       指定期間中について、現状の状態を維持すること。ただし、通常の経年変化等

による施設の使用に支障のない程度の軽度の性能劣化を除く。 



カ 警備業務 

(ｱ) 業務内容 

本施設の秩序及び規律の維持、盗難・破壊等の犯罪の防止、火災等の災害の防

止、財産の保全及び利用者の安全を目的とする警備業務を実施する。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

       警備業務の対象範囲は、本施設の建物内部及び屋外施設とする。 

(ｳ) 要求水準 

      警備方法は以下の業務要求を満たすものとし、具体的な方法は指定管理者の

提案に委ねる。 

・施設の用途・規模・開館時間・利用状況等を勘案して適切な「防犯マニュアル」

を作成し、犯罪、災害等の未然防止に努めること。 

・警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）、消防法、労働安全衛生法等関連法令及び

監督官庁の指示等を遵守すること。 

・定期的に巡回を行い施設の安全を確認すること。 

・開館時間外の火災の発見、通報を行うこと。 

・不法侵入者、不審物を発見した場合は、警察への通報等適切な処置を行うこと。 

・開館時間外の出入館管理を行うこと。 

・開館時間外の不審者の進入防止、進入の発見及び通報を行うこと。 

キ 源泉及び当該市有地の維持管理業務（市有源泉のみ） 

(ｱ) 業務内容 

本施設へ温泉水を供給する源泉、当該市有地、源泉周囲に設置する囲い、及び

源泉から本施設への引湯設備（送水管、ポンプ等）について、適切な業務計画の

もとに、点検及び保守等を実施すること。 

(ｲ) 業務の対象範囲 

源泉及び当該市有地の維持管理業務の対象範囲は、本施設の源泉、当該市有地、

源泉周囲に設置する囲い、及び源泉から本施設への引湯設備（送水管、ポンプ等）

の各施設とする。 

(ｳ) 要求水準 

・源泉温泉井については、市において整備した現状の構造及び機能を維持するこ

と。 

・当該市有地については、市において整備した現状の状態を維持すること。また

事業期間中は、市有地内の除草等を実施し、敷地の環境を良好に保つこと。 

・当該市有地周囲に整備した囲いについては、指定管理者が整備した当初の機能

を維持すること。 

・管理者は、上記の囲いの鍵について、適切に施錠管理を行うこと。 

・引湯設備については、指定管理者が整備した当初の機能を維持すること。 

ク 事業期間終了時の状態 



指定期間終了時において、全ての施設が現状の状態を維持し、著しい損傷が無い

状態で市へ引き継げるようにすること。 

ケ 入浴設備の維持管理に関する基準 

    (ｱ) 公衆浴場における衛生等管理要領（平成 15 年健発第 0214004 号） 

    (ｲ) 公衆浴場における水質基準等に関する指針（平成 15 年健発 0214004 号） 

    (ｳ) 長野市老人憩の家衛生等自主管理マニュアル 

(ｴ) レジオネラ症を予防するための必要な措置に関する基準等について 

レジオネラ症を予防するため以下を遵守すること。 

・レジオネラ症防止対策について（厚生労働省） 

・環境式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル（厚生労働省） 

・レジオネラ症患者の発生時等の対応について（厚生労働省） 

・入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の実施状況の緊急一斉点検について

（厚生労働省） 

・公衆浴場法第３条第２項並びに旅館業法第４条第２項及び同法施行令第１条

に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について

（厚生労働省） 

      ・公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について（厚生労働省） 

・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針（厚生労働 

省）  

・長野県ＨＰ「公衆浴場等の事業者の方が行う浴槽等の衛生管理」及び厚生労働

省ＨＰ「旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策についてのホームペ

ージ」も併せて参照のこと。 

② 清掃業務 

ア 業務内容 

・業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品など

は関係法令に準拠し厳重に管理すること。 

・作業においては、電気、水道及びガスの計画的な節約に努めること。 

・業務終了後は、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。 

・全ての清掃作業担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。 

・業務に使用する資材、消耗品は、品質保証のあるもの（ＪＩＳマーク商品等）の

使用に努めること。 

イ 日常清掃の範囲 

日常的に行う業務をいい、概ね次のような業務をいう。施設内外の床掃除（掃き、

拭き）、入浴施設の清掃、ちり払い、手すり清掃、吸殻及びゴミ等の処理、衛生消

耗品の補充、衛生陶器洗浄、汚物処理、洗面所の清掃等。 

ウ 定期清掃の回数 

３ヶ月又は６ヶ月を単位として定期的に行う業務をいい、概ね次のような業務



をいう。施設内外の床洗浄、床ワックス塗布、壁の清掃、金具磨き、ガラスの清掃、

マットの清掃、什器備品の清掃、古紙等の搬出 

エ 特別清掃 

６ヶ月又は年を単位として行う定期的な業務と不定期に行う業務をいい、概ね

次のような業務をいう。照明器具及び時計の清掃、吹出口及び吸込口の洗浄、外壁

及び外部建具の清掃、除草、排水溝及びマンホール等の清掃 

オ 貯水槽清掃業務 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道法等の関係法令に基づ

き、次のとおり貯水槽及びその付属部の清掃・点検及び検査を行う。 

・水槽内の作業については、換気等の安全確保に努めること。 

・汚れた衣類・器具等で施設内を汚さないこと。 

カ 害虫駆除業務 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、害虫を駆除する。 

噴霧法、散布法その他の有効と認められる駆除方法を管理者の選択により採用

すること。 

キ 除雪について 

冬季については、施設の敷地内（駐車場含む）の除雪を行うとともに、施設に面

する道路については、施設休館日であっても除雪を行うこと。 

③ 設備・備品管理業務 

ア 備品等の貸与 

長野市は、別紙に示す備品等（以下「備品等（Ⅰ種）」という。）を無償で指定管

理者に貸与します。 

イ 備品等の管理 

備品等（Ⅰ種）は長野市財務規則(第７章 財産 第３節 物品)に準じて管理

し、常に良好な状態に保つこととします。 

ウ 備品等の更新等 

備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなっ

た場合又は本業務実施のために新たに備品等（Ⅰ種）に相当する備品等が必要とな

った場合には、指定管理者の費用（管理経費又は利用料金収入）で当該備品等を調

達（購入、リース契約等）することとします。この場合、指定管理者はあらかじめ

当該備品等の購入又は取得について、長野市の承諾を得てください。 

なお、指定管理者が購入又は取得した場合、備品等（Ⅰ種）の所有権は長野市に

帰属します。ただし、高額な備品については、長野市が予算措置し、長野市が購入

します。 

エ その他備品等 

備品等（Ⅰ種）以外に指定管理者が必要とする備品等が生じた場合には、指定管

理者の任意により備品等（以下「備品等（Ⅱ種）」という。）を調達（購入、リース



契約等）し、本業務のために供することができます。 

備品等（Ⅱ種）の調達（購入、リース契約等）後は、速やかに、長野市に報告し、

台帳や目録等を整備し、備品等（Ⅰ種）と明確に区分して適正に管理してください。 

なお、備品等（Ⅱ種）を購入又は取得した場合の所有権は、指定管理者に帰属し

ます。 

オ 消耗品等 

施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこ

と。 

地元事業者から物品を購入する等、地元活用に努めること。 

地元の障害者就労施設等（※）からの物品及び役務の調達に努めること。 

（市ホームページ ：ホーム>健康・医療・福祉>障害者福祉>障害者支援>その他

障害者支援>障害者優先調達推進法について） 

(2) 施設の運営に関すること 

① 職員の配置等に関すること 

   募集要項 ３ 指定管理者が行う業務の範囲 (2) 施設の運営に関すること ① 

職員の配置等に関すること のとおり 

② 施設の利用に関すること 

募集要項 ３ 指定管理者が行う業務の範囲 (2) 施設の運営に関すること ② 

施設の利用に関すること のとおり 

③ 施設の利用促進に関すること 

募集要項 ３ 指定管理者が行う業務の範囲 (2) 施設の運営に関すること ③ 

施設の利用促進に関すること のとおり 

④ 業務の概要について 

ア 老人憩の家運営業務の概要 

サービス提供業務 実施頻度 

入浴 

（心身及び健康増進） 

休館日を除く毎日 

※東長野老人憩の家は月・木曜日に限る 

はり・マッサージ事業 

（健康維持増進） 
はり・マッサージ事業（週１～２回） 

・入浴業務については、浴場を利用し高齢者の心身の健康保持及び相互交流を促す

とともに、高齢者が快適に利用できるよう、浴場の適正な衛生管理、温度管理を

行うこと。 

・はり・マッサージ事業については、長野市はり・マッサージ事業実施要綱により 

実施するものとし、1 日単位で、毎週１～２回、市が指定する曜日に実施するも

のとする。 

イ 部屋の運営業務 

(ｱ) 広間の運営について 

・広間は、入浴後に休憩することはもとより、本施設を訪れる高齢者の交流・心身



の健康増進を目的として設置しており、運営に当たっては、その目的が達成され

ることに努力すること。 

・利用者の利用後、速やかに当該利用部分の後片付けを行い、次の利用者が気持ち

よく利用できる状態を保つこと。 

(ｲ) 静養室の運営について 

・静養室は、基本的に静養することを目的に設置しており、運営に当たっては、そ

の目的が達成されることに努力すること。 

・静養室については、施設利用者からの予約による利用申込みにより専用利用を認

めていることから、利用申込みの受付、予約の管理等、専用利用に関する業務に

ついて、業務体制を確立し的確に遂行すること。 

・利用者の利用後、速やかに当該利用部分の後片付けを行い、次の利用者が気持ち

よく利用できる状態を保つこと。 

・特定の者が長時間同じ場所や備品等を占有することがないよう、一定の利用ルー

ルを設ける等の対応を行うこと。 

(ｳ) 受付業務について 

・受付は、利用者の受付、料金徴収、各種案内及び利用者に対して快適な利用がな

されることに努力する。 

・収入及び利用者についてのデータ管理を行い、把握・整理を行う。 

・施設の利用方法、料金体系及び当日の実施講座などの情報について、受付に掲示

する。また、パンフレットを作成する等、利用者に施設の運営についての情報を

的 確に提供すること。 

・電話での各種問い合わせの対応、利用者からの苦情、見学者への対応などについ

ても適切に必要な対応を行うこと。 

・介助を必要とする利用者については、適切な対応を行うこと。 

(ｴ) その他について 

・各施設の敷地内は原則禁煙及び禁酒とする。 

ウ 施設の管理、運営に関する留意事項 

   (ｱ) 公衆浴場法施行規則第２条～第４条、長野市公衆浴場法施行細則第４条の規定

による管理者設置の届出を行うものとする。 

   (ｲ) 温泉利用施設については温泉法第15条、長野市温泉法施行細則第2条の規程に

よる温泉利用にかかる申請及び温泉法第18条、長野市温泉法施行細則第４条の規

程による温泉の成分、禁忌症等掲示内容の届出を行うものとする。  

(ｳ) 東長野老人憩の家に併設する「東長野ヘルパーステーション」については、引き

続き長野市社会福祉協議会が運営するものとする。運営に支障が無いように、指定

管理者と長野市社会福祉協議会で協議をすること。 

   (ｴ) 国土交通省「建築物点検マニュアル」に基づく点検を実施すること。 

参考ＨＰ  http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/s_tenken_manual.htm 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/s_tenken_manual.htm


設備関係 1年毎、その他は 3 年毎（指定管理最終年度）に実施し、チェックシー

ト等を保管すること。 

(3) 自主事業に関すること 

①指定管理者提案による自主事業講座について 

施設開館時間において、指定管理者は、健康維持増進を目的とした自主事業の講座

（生きがいづくり講座、介護予防講座等）を、以下の条件下に実施することが可能であ

る。 

・自主事業講座の内容は、健康維持増進の目的・趣旨に適合するものとし、指定管理者

は、具体的な講座内容、実施日時、開催頻度、定員数等について提案し、事前に市の

承諾を得ること。運営開始後に、内容等の変更を行う場合も同様とする。 

・指定管理者は、自主事業講座に関して、企画、調整、講師、必要資機材の手配、利用

者登録事務、会場の設営、実施当日の運営、後片付け等の一切を行うものとする。 

・自主事業講座の実施に係る費用は、全額、事業者の負担とする。また、自主事業講座

の利用者より得られる収入は全額、事業者の収入とする。 

・自主事業講座の料金については、指定管理者は、講座内容等を勘案し、適切と思われ

る料金設定について、市へ提案を行うこと。当該提案価格について、市と事業者間で

価格設定に関する協議を行い、その協議結果をもとに料金設定を行うこととする。 

②物品の販売について 

老人憩の家設置の目的遂行上必要な場合は、指定管理者の判断により、物品について

も販売できるものとするが、この場合において指定管理者は、事前にその販売する品目

について市と協議すること。自動販売機など行政財産の目的外使用許可などは、引き続

き市が行うこととする。 

(4) 災害等発生時の対応業務 

「事故等対応マニュアル」「災害時緊急対応マニュアル」「施設安全点検マニュアル」

「防犯マニュアル」については、運営開始前に市へ提出のこと。 

(5) 業務委託 

募集要項 ３ 指定管理者が行う業務の範囲 (5) 業務委託 のとおり 

(6) その他業務 

 ① モニタリング（監視・確認業務）に関すること 

募集要項 ３ 指定管理者が行う業務の範囲 (6) その他業務 ① モニタリン

グ（監視・確認業務）に関すること のとおり 

② その他 

  ア 関係機関との連絡調整 

イ その他業務（管理業務に関する庶務、経理等の事務、申請書類等の作成等） 

(ｱ) 市との運営協議 

指定管理者は、本施設の運営並びに健康維持増進及び講座の運営等に関して、

必要に応じて市と協議を行うこととする。 



(ｲ) 急病等への対応 

       指定管理者は、本施設の利用者等の急な病気・けが等に対応できるよう、簡易

な薬品、資材等の用意を行うこと。また、「事故等対応マニュアル」を作成し、従

業員に周知する等緊急時の対応について十分な対策を講じること。 

(ｳ) 災害時の対応 

       指定管理者は、災害などの発生に対応できるよう、災害時に必要な最低限の資

機材等の用意を行うこと。また、「災害時緊急対応マニュアル」を作成し、従業員

に周知する等緊急時の対応について十分な対策を講じること。指定管理者は、災

害時等に市が緊急に避難場所として本施設を使用する必要があるときは、市の指

示により、優先して避難者等を受け入れることとする。なお、これに要した費用

は市が負担する。 

(ｴ) 駐車場の管理 

     ・駐車場が混雑した場合、又は混雑が予想される場合、指定管理者は安全のため駐

車場内の安全確保について適切な対応を行うこと。 

     ・車椅子の使用者等の車両を優先的に駐車できるよう配慮すること。 

     ・冬季の積雪時においては、利用者が安全に駐車場を利用できるように、除雪等の

適切な駐車場管理を実施すること。 

(ｵ) 保険の加入 

       指定管理者は、必要と考えられる保険に加入することができる。 

なお、第三者賠償保険については加入を義務付ける。また、運営期間中の施設

賠償責任保険及び普通火災保険については、市が加入する。 

(ｶ) 損害賠償の取扱い 

       指定管理者は、施設の管理運営にあたり、指定管理者の責に帰すべき理由に

より、市又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償すること。そのとき損

害を受けた第三者の求めに応じて、市が損害を賠償したときは、市は指定管理

者に求償権を有する。 

なお、災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことがで

きない事由の場合については協議するものとする。 



別表１（１ (１) 施設の概要 関係） 

名称 所在地 開設年月 
建物の構造 

施設の内容 使用水 使用方法 
管理者 

（源泉等） 建築構造 敷地面積 延床面積 

石川老人憩の家 篠ノ井石川 968 番地 昭和 47 年４月 
鉄骨造 

地上１階 
7,560 ㎡ 640 ㎡ 

広間・多目的ホール・静養室・ 

浴室２室・脱衣室２室・事務室 
温泉水 源泉から引湯、加温 長野市 

大豆島老人憩の家 大豆島 6311 番地１ 昭和 48 年４月 
鉄骨造 

地上１階 
2,786 ㎡ 575 ㎡ 

大広間・和室２室・浴室２室・ 

脱衣室２室・事務室 
水道水 水道水、加温 － 

茂菅老人憩の家 大字小鍋 60 番地１ 昭和 48 年 12 月 

鉄骨造 

地上１階 2,353 ㎡ 409 ㎡ 

大広間・静養室２室・浴室２室・ 

脱衣室２室・事務室 温泉水 源泉から引湯、加温 茂菅区 

新橋老人憩の家 
大字塩生甲2747番地

イの１ 
昭和 53 年 12 月 

鉄骨一部木造 

地上１階 
2,298 ㎡ 441 ㎡ 

大広間・静養室２室・浴室２室・ 

脱衣室２室・事務室 
温泉水 

ローリー車（市所有）で運

搬、加温 
長野市 

東長野老人憩の家 吉田五丁目９番26号 昭和 56 年９月 
鉄骨造 

地上１階 
1,986 ㎡ 633 ㎡ 

大広間・静養室２室・浴室２室・ 

脱衣室２室・事務室 
水道水 水道水、加温 － 

 ※東長野老人憩の家にはヘルパーステーションを併設しています（指定管理外）。 

 

別表２（５ 有料施設の利用料金 関係） 

区分 利用料金 

市内に居住する60歳以上の者 
１人１回につき 250円 

回数券（11回券） 2,500円 

その他市長が特に認める者 １人１回につき 300円 

 

別表３（５ 有料施設の利用料金 関係） 

区分 
利用料金 

午前９時～午後零時30分 午後零時30分～午後４時 午前９時～午後４時 

静養室 

１部屋につき 

６畳 600円 600円 1,200円 

８畳以上 800円 800円 1,600円 

 

 


